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１．人材マーケット予測 （国際協力機構による試算2022）
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『２０３０年と２０４０年における労働市場ギャップ』

2030 年及び 2040 年における目標 GDP 達成時の労働力人口とベースラインでの労働力
人口のギャップは下図のとおり。目標 GDP を達成するためには、2030 年に約 269 万人、
2040 年に約 538 万人の追加的な労働者が必要。

ただし、このギャップの一部は、
目標 GDP 達成による経済成長に
伴い日本人の労働参加が伸展
（労働力率が上昇）することで解消
されるため、外国人受け入れによる
対応が必要な労働量は、
2030 年で約 247 万人、
2040 年で約 502 万人となる。
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２．企業における人権対応への国際的な要請の高まり
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（経緯）

①古くはＯＥＣＤによる『多国籍企業行動指針』（１９７６）やＩＬＯによる『多国籍企業宣言』（１９７７）

があるが、近年各国が『ビジネスと人権』の問題に対して本格的な取り組みを始める基礎となるのが、

２０１１年国連による『ビジネスと人権に関する指導原則』の策定で、これを受けＧ７エルマウサミット

（２０１５）やＧ２０ハンブルグサミット（２０１７）の首脳宣言において 『行動計画の策定』が盛り込まれた。

②日本はこれに加えて、昨今の所謂〝技能実習問題〟で国際的な批判を受けたことで国内でも

『ビジネスと人権』に関する社会的要請が高まり、政府も立法措置や具体的な行動計画を策定するに

至る。

③投資家（株主）からの企業に対する要求の高まり。

企業自ら『人権』に対するリスクを特定し、対策を講じることを要求。

⇒ 『人権問題＝長年築いたブランドを毀損してしまうリスク』と認識。



※『ビジネスと人権に関する指導原則』 （国連2011）
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１．しかるべき政策、規制、及び司法的裁定を通して、企業を含む第三者による人権侵害から

保護するのは『国家の義務』である。

２．人権を尊重するということは『企業の責任』である。

これは企業が他者の権利を侵害することを回避するため、また、企業が絡んだ人権侵害

問題に対処するための『デューディリジェンス』を実施しなければならない。

３．犠牲者が、司法的、非司法的を問わず、『実効的な救済の手段』へ容易にアクセスできる

ようにする必要がある。

※指導原則は

(1)人権を保護する国家の義務（10原則）、(2)人権を尊重する企業の責任（14原則）、

(3)救済へのアクセス（7原則）の3つの柱（合計31原則）

からなり、各々の主体がそれぞれ果たすべき義務や責任などを挙げている。



３．行政の対応：行動計画の策定（関係府省庁連絡会議2020）
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（行政政策の流れ）

①企業の『ビジネスと人権』に関する〝理解促進と意識向上〟

↓

②社会全体の人権に関する〝理解促進と意識向上〟

↓

③サプライチェーンにおける人権尊重を促進する仕組みの整備

↓

④救済システムの整備及び改善

↓

⑤分野別行動計画化



３．行政の対応：外国人支援策（厚労省）
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（外国人救済システム）



４．企業に対する政府の期待（関係府省庁連絡会議）

77 7

（国際スタンダードへのキャッチアップ）

企業規模や業種に関わらず、日本企業が国際的に認められた『指導原則』や国際的な

スタンダードを踏まえて人権を尊重し、『ディーセントワーク』の促進と『人権デューデリジェンス』

を導入するプロセスへの早急な取組みとを期待。

※ディーセントワーク

権利が保障され、十分な収入を生み出し、適切な社会的保護が与えられる

『生産的な仕事』のこと。

※人権デューデリジェンス

企業活動における人権に関わる問題の特定、予防・軽減、対処、情報共有を行う

一連のプロセスのこと。



５．日本企業の対応状況（外務省アンケート調査２０２１）
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６．ＡＳＩＣの対応について
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（要点整理）

①人材シフト：これからの１０年で外国人従業員比率が急激に高まる。

②国内外でビジネスと人権に対する社会的な要請が高まっている。

③人権問題は長年築いたブランドを毀損する重大リスクである。

④各企業による人権問題への対応（行動計画策定）が求められている。

（ビジネスと人権に関するＡＳＩＣ版の行動計画を策定）

雇用、育成、人材マネジメント、人事制度、就労、人権等の項目で指針となる

ガイドラインを策定・実行し、ＰＤＣＡサイクルの確立を通じて、日本人も外国人材も

関係なく、協調し、安心して活躍できる職場を実現して行きましょう。


